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宛先：各省、中央直轄市の人民委員会 

現状を踏まえて、世界保健機関、在ベトナムの米国疾病管理予防センターからの推奨事項

を参考した上で、ＣＯＶＩＤ－１９感染対策を適宜かつ効果的に対応するため、保健省は医

療隔離期間、感染症例に濃厚接触した者（Ｆ１症例）の試験的な在宅医療隔離の実施、及び

ＣＯＶＩＤ－１９患者（ＦＯ）の管理と治療に関連するいくつかの内容について次のとおり

ガイダンスする。 

 

１．Ｆ１症例及び入国者の医療隔離期間を２１日から１４日に短縮し（１４日未満のビジネ

ス目的で入国した場合、ＣＯＶＩＤ－１９国家対策指導委員会及び保健省の他の規定に基づ

いて入国して隔離される他の場合を除く）、次の１４日間は自宅・宿泊先での健康状態の監

視を継続する。隔離の管理・監視、隔離後の引き渡し、医療監視と監督を厳格に実施し、二

次感染や市中感染を発生させないように確保する。 

 

２．試験的な自宅でのＦ１症例の医療隔離について： 

保健省は、２０２１年６月２７日付け保健省公文書５１５２／ＢＹＴ－ＭＴに添付された

ガイドラインを置換するＦ１症例に適用されるＣＯＶＩＤ－１９感染対策のための自宅での

暫定的な医療隔離に関するガイドラインを策定した。保健省は、省レベルの人民委員会に次

のことを要請する。 

－自宅でのＦ１症例の隔離を検討し、試験的に実施する。地域の実態に応じて、ガイドライ

ンを適宜修正することが可能である。（ビデオクリップ、広報資料などを通じて）実施に関

する研修、指導を行う。 感染対策の安全を確保するために、隔離の管理と監督の厳格な実

施を指示する。実施を定期的に検査及び監視する。 

 

－試験的な実施した後、評価し、取りまとめをして、教訓を活かし、より広範な規模での実

施を検討する。 

 

３．治療管理について：特にホーチミン市、ビンズォン省、ドンナイ省など、患者数と治療

ニーズが高まっている省や市で、医療機関で治療されるＣＯＶ１Ｄ－１９患者の数を減らす

ため、保健省は、省レベルの人民委員会に以下について実施を検討し、指示することを要請

する。 

－医療施設で治療を受けている無症状のＣＯＶＩＤ－１９感染者である場合： 

２回の連続した検体（最低２４時間間隔）に対するＲＴ－ＰＣＲ 技術によるＳＡＲＳ－Ｃ

ｏＶ－２検査が陰性又はウイルス量が少ない（ＣＴ値≥３０）場合、１０日目に退院させる

ことができる。また、自宅、宿泊先で更に１４日間の医療監視、監督を継続する。 

 



－臨床症状が見られず，市中で発見された感染症例の場合（ＲＴ－ＰＣＲ技術による検査結

果でＳＡＲＳ－ＣＯＶ－２ウイルス陽性となった場合）： 

ウイルス量が少ない（ＣＴ値≥３０）場合には、隔離及び監視のため、医療機関に移送し

て、２４時間後に再度検査を行う。もし、その検査結果が陰性である場合又は陽性であって

もウイルス量が少ない（ＣＴ値≥３０）場合には、退院させて、その後上記同様に１４日間

の医療監視を行う。 

 

－保健省の規定にしたがって、退院基準を満たし、自宅・宿泊先での自己観察期間１４日間

中に再陽性になった場合、診療施設での隔離治療の必要は無く、感染クラスターとしての隔

離、処理措置を講じる必要は無い。これらの症例は引き続き医学的に監視する必要があり、

症状が現れた場合は、ケア、モニタニングを受けるために、すぐに医療施設に連絡する。 

 

保健省は、省レベルの人民委員会に実施を指示するよう要請した。 

 

  

宛先: 
- 上記のとおり; 

- 首相（報告のため） 

- ヴ・ドック・ダム副首相（報告のため）; 

- 大臣（報告のため）： 

- 各副大臣; 

- COVID-19対策国家指導委員会のメンバー; 

- 官房局、予防局、診療局、広報・表彰局、計

画・財政局； 

- 保健省傘下病院; 

- NIHE/Pasteur/職業健康・環境研究所; 

- 各省、市の保健局、CDC; 

- 保管: 文書,環境 

グエン・チョン・ソン副大臣  

  

  

   

 


